
● 藤沢市議会基本条例 

（市長等との関係等） 

第１１条 議会は，二元代表制のもと，市長等との立場及び権能の違いを踏まえ，常に緊張

感のある関係を構築するよう努めなければならない。 

２ 本会議における一般質問及び委員会等における質疑応答は，一括質問のほか，広く市政

上の論点及び争点を明確にするため，一問一答による質疑方式が選択できる。 

３ 市長等は，本会議及び委員会において，議長又は委員長の許可を得て，議案に対する質

疑又は一般質問に対し，反問することができる。 

 

● 茅ヶ崎市議会基本条例 

（ 一問一答方式等） 

第１２ 条 本会議（ 全議員で構成する議会の会議をいう。次項において同じ。） におけ

る質疑又は質問は、その論点又は争点を明確にするため、一問一答の方式により行うこと

ができる。 

２ 説明のため本会議に出席した者は、議員の質疑又は質問に対し、議長の許可を得て、質

疑又は質問の趣旨を確認するための発言をすることができる。 

３ 前２ 項の規定は、委員会の会議について準用する。この場合において、前項中「議員」

とあるのは「委員」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。 

 

● 横須賀市議会基本条例 

(一問一答方式等) 

第 16条 議会の会議における質疑等は、市政上の論点及び争点を明確にするため、対面に

よる一問一答の方式で行うことができる。 

２ 議長から本会議又は委員会等に出席を要請された市長その他の者は、議長又は委員長の

許可を得て、質疑等の趣旨を確認するための発言をすることができる。 



● 川崎市議会基本条例 

（会議における質疑応答等）  

第 11条  議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について会議等におい    

て質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等は、誠実に答弁す

るものとする。  

２  市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質

問の趣旨を確認するため発言をすることができる。  

３  会議等における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明らかにして行い、

議員は、一問一答方式等の効果的な方法を選択することができる。  

４  委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に

資料の提出を請求することができる。この場合において、市長等は誠実に対応

するものとする。  

 

● 神奈川県議会 

（質問等の充実） 

第１４条 県議会は、会議等での質問及び質疑の充実に向け、一問一答方式その他の効果的

な方法を選択するものとする。 

（知事等の反問） 

第１６条 知事等は、会議又は委員会における質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許

可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。 


